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松原市教育委員会９月定例会 議事録 

 

１．日  時   令和３年９月６日（月） 午後３時３０分 

 

２．場  所   松原市役所 ３０１会議室 

 

３．付議事件等 

（１）報 告   第８号  松原市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱について 

 

出席委員   美濃教育長 栗崎教育委員 田中教育委員 有馬教育委員 和田教育委員 

       佐野教育委員 

 

事務局        宮本教育総務部長 浦井理事兼教育政策課長事務取扱 横田学校教育部長 

坂野市民協働部長 中瀬福祉部長 伊藤理事兼福祉部次長  

田中教育総務部次長兼文化財課長 森岡副理事兼学校給食課長  

山森学校教育部次長 北野市民協働部次長  

手束副理事兼いきがい学習課長 村上子ども未来室長 

田中教育総務課長 幸教職員課長 森教育推進課長 前崎地域教育課長 

矢野教育研修センター長 中谷子ども施設課長 
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 定刻には早いですけれども会議に入りたいと思います。 

 本日は栗崎委員が少し遅れて御到着との連絡を受けております。ただいま

の出席委員は４名でございます。私を含めまして定足数に達しておりますの

で会議は成立しております。 

 これより、９月定例教育委員会を開催いたします。 

 ８月定例会の会議録につきましては、まだ出来上がっておりませんので、

次回定例教育委員会でお諮りをしたいと思います。 

 次に、本日の会議録の署名委員を指名いたします。委員会会議規則第１７

条第２項の規定により、有馬委員にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

 お願いします。 

 

 なお、今回の会議から、事務局側の説明の際に、ＩＣレコーダーの録音向

上のため着座での説明とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、初めに教育長報告を行います。お手元の資料に基づき報告をさ

せていただきます。 

 初めに、８月１９日、第５５回松原市新型コロナウイルス感染症対策本部

会議がございました。 

 続いて、２６日ですが、令和３年松原市議会第１回臨時会が開かれまして、

一般会計補正予算等についての議論がされました。 

 翌日の８月２７日には、大阪府都市教育長協議会の夏季研修会が開催さ

れ、出席してまいりました。７月に行われた研修会に続きまして、国や大阪

府に提出する予算要望書についての議論を行ったところです。 

 また、８月３０日には臨時校長会議を開催いたしました。新型コロナウイ

ルスの感染状況が拡大傾向にあったことを受けて急遽開催したものでござ

います。どのような状況になったときに臨時休業にするのか、ですとか、オ

ンライン学習の準備についての指示伝達等を行ったところです。 

 また、８月３１日には、９月議会に向けての庁議、９月１日には通常ベー

スの校長会義が開かれました。 

 ２学期が始まりましたけれども、引き続き学校現場、教育委員会ともに感

染症対策徹底してまいりたいと思います。教育委員の皆様方には、今後とも

御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

 以上、御報告とさせていただきます。 

 ただいまの報告について、御意見、御質問等はございますでしょうか。 

 

 ないようですので、それでは、議事に入る前に、新型コロナウイルス感染

症対策の実施による小中学校の現在の状況について、事務局から報告をお願

いします。 
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 小中学校の現在の新型コロナウイルスの対応状況について御説明いたし

ます。 

 緊急事態宣言が、本日、政府で、延長の方向で議論されておりますので、

場合によっては２週間、もしくは３週間の延長という情報を得ております。 

 その中、松原市民全体の感染者数についてですが、９月５日現在    

２，１２３人、感染者の確認がされています。 

 ４月が４３２人。５月が２１７人。６月が２５人。７月が８６人。８月は

５９２人。そして９月は５日現在ですが１５３人でございます。 

 そのうち、小中学生の感染についてですが、６月から申し上げますと、６

月が小中学生の感染者数１名。７月が３名。そして８月は６０名。９月が５

日現在７名でございます。 

特に、夏休み中ではございましたが、８月、市民全体も多く感染者が確認

されましたのに準じまして、子どもたちも６０名ということで、１か月当た

りの感染者数を見ると過去最高となっております。 

 ほぼ、この感染者数の内訳の中で、感染源につきましては、家族感染ある

いは保育所、幼稚園の弟、妹からの感染。これも家族感染のうちなんですが。

この年下からの感染というのが、この間出ています。 

 それと、放課後デイサービスでの職員などからの感染が多く報告されてい

ます。 

 一方で、現在のところ学校内での感染は、明らかに確認されているケース

はございません。つまり、臨時休校については、この間ございません。 

 次に、この２学期始業式が８月３０日、先週月曜日に開始されて以降でご

ざいますが、先ほども申しましたように、感染者のほうは７名です。そして、

８月３０、３１日を足しますと、１０名以上が確認されたんですが、２学期、

今のところ、疫学調査のほう、藤井寺保健所と、これまでの関係もございま

してスムーズに学校の疫学調査を優先して調査に応じていただいておりま

すので、感染者が確認された当日中に疫学調査を進めてもらっております。

すなわち、濃厚接触者はなし、という判断をいただきまして休校せずに、こ

の間本日まで休校なしという状況で学校での活動を実施できております。 

 次に、行事についての報告ですが、小学校の運動会が１０月３日の日曜日。

中学校の体育大会が９月２２日の水曜日に予定されておりますので、２週間

延長されれば中学校の体育大会が期間中になります。３週間延長されれば、

ぎりぎり小学校の運動会も期間に入ってまいりますので、今後時間の短縮で

あったりプログラムの変更であったり、そのあたりを再度検討して対応して

いく必要が出てくる可能性が高いです。 

 さらに、修学旅行についでですが、現在実施済みなのが松原第四中学校、

７月に１校のみです。残り２１校がこれからの実施です。９月中に予定の学

校が３校ございましたが、上旬に予定しておりました松原第五中学校は既に

１１月に延期を決めております。残り、松原中学校と松原第三中学校が９月

の下旬に予定しておりますが、これについては宣言が延長になりましたら、

この９月下旬には行けない可能性が高くなりますので、さらに延期を検討す

る必要が出てくると思っています。 

 それ以外、小中学校の残りの修学旅行、１０月、１１月にほぼ予定されて

おりますが、これにつきましては、また緊急事態宣言の延長期間にもよりま

して、そのままの実施で行けるのか、さらに延期が必要なのかというのを判

断してまいります。 
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 どちらにしましても、この先週１週間、２学期が始まりまして、各学校に

ついては様々な子どもたちの健康状態を確認しながら何とか通常の教育活

動を実施できてまいりました。 

 先週の１日から給食も始まっておりまして、本日からは基本的に６時間授

業と。５時間、もしくは６時間、午後の授業も実施させていただく予定です。 

 以上でございます。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

 

 松原市の保育園か幼稚園に子どもを預けている知り合いが、子どものコロ

ナの感染が心配だとおっしゃっていました。話をしているうちに、先生の感

染が怖い。先生からの感染が怖いと言っておられました。学校内のＰＣＲ検

査をしておられると思いますけど、幼稚園とか保育園はどうなんですか。 

 

 幼稚園、保育園のＰＣＲ検査につきましては、そこで感染者が出た場合で、

濃厚接触者等がおりましたら、その園と保健所が相談していただいて、その

中でＰＣＲ検査、どの園児にＰＣＲ検査をするかどうか、その辺を協議させ

てもらって受けているような状態でございます。 

 以上でございます。 

 

 そうしたら、ずっと一斉にやられているとかそんなことはないんでしょう

か。学校の先生たちはどうですか。 

 

 学校のほう、基本的には保育所と幼稚園がされている対応と同じなんです

けれども、大阪府からの示しでいいますと、緊急事態宣言中に修学旅行等に

連れて行く場合に全員ＰＣＲ検査等を実施して、陽性でないことを確認して

連れて行くというような場合には大阪府からの支援があるということにな

っております。 

 ですので、やはり感染が家庭内等で分かった場合に濃厚接触等になれば 

ＰＣＲを積極的に実施していくということになると思っています。 

 

 ２点ほどお聞きしたいんですけれども、まず小学校、中学校、幼稚園の休

校の条件というのをもう一度教えていただきたいというのが１点。 

 もう１つは、現時点において児童、生徒の中で、保護者の意向でしょうけ

ども、自主休校されている児童、生徒というのはいらっしゃるのか。その２

点をお願いします。 

 

 １点目の休校の条件でございますが、先ほど教育長報告の中にもありまし

た学校長会と確認しておりますのは、次の４点になります。 

 １つ目は、家庭内感染を除く感染です。同一学級の中で複数の陽性者が確

認された場合。これが１つ目でございます。 

 ２つ目は、陽性者は１人だけれども、その学級に複数の濃厚接触者が確認

された場合。こちらが２つ目でございます。 

 ３つ目は、陽性者、同じく１人ですけれども、学校の同一クラスの中で体

調不良、風邪のような症状を訴えるような子が複数いれば、こちらも臨時休
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業の対象となっていきます。 

 その他、教育委員会が客観的に学校から情報を聞き取りまして、保健所や

学校医との相談の上、これは閉じたほうがいいなということになれば臨時休

業ということについても考えてまいります。 

 以上が休校の要件になっております。 

 もう１点、不安で学校休んでおる子どもたちがいるかということにつきま

しては、各校、特に小中で比べれば、小学校のほうが少し多めですけれども、

一定数、不安で休んでいる子どもたちもおります。 

 その子どもたちには各校が工夫をしながらオンライン授業等で本日の授

業内容等を伝える。もしくは担任が子どもたちとオンラインでつながって、

子どもというのは担任の顔見るだけでもほっとするものですから、そういう

形で学力保障、それから子どもたちのメンタルケア等を行うということでご

ざいます。 

 

その授業のことで、保護者から聞かれているんですけど、ぜんそく持ちで

学校に行かせるのが怖いということでした。その場合、オンラインで授業を

やっていただけるのか、現実にやっていらっしゃるのかどうかを教えてくだ

さい。 

 

 基本的にオンライン授業が展開されています。 

 オンライン授業の形もいろいろございまして、一般的にイメージされるの

は、授業の様子がそのまま流れていくというようなイメージもお持ちの方が

多いと思いますけれども、実際に我々授業していまして、例えばここにパソ

コンを置いて子どもたちにその授業を届けるときに、教室にいる子であれ

ば、説明が終わったからこのプリントを配りますよということでプリントを

配って、実際に解いて、間違えていたらまた指導するということが、やはり

画面の向こうの子どもたちに、なかなかそれがすぐに届けられませんので、

一番いいと思っておりますのは、放課後等に少人数で担任が、先ほど言いま

したように子どもたちの家とつないで、今日はこんな勉強をしたんだよとい

うことを１対１ぐらいで対応しまして、では、ドリルの何ページを開けてご

らんというようなことでやっていくと。これでいけたかな、というような確

認をしながらやっていくのが、本当の意味では一人一人の休んでいる子ども

たちにとっては、実のあるオンラインになるのではないかなというふうに思

っています。 

 様々な形を今試行錯誤しているところですので、子どもたちにとって一番

いい形を続けていきたいなと思っております。 

 

 そうしたら、オンラインでやりますよということは保護者には全部お知ら

せはされているんですね。 

 

お手紙のほうで、不安等で休んだ場合についてはします、というふうに言

っています。 

 学校がその保護者と連絡を取り合って、どんな形でこの子に学習保障しま

しょうかという相談は入っているかというふうに思っています。 
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 今の次長の説明に付け加えですけど、例えば感染した児童、生徒が１０日

程度休むんですけど、その期間オンライン授業が必要かどうかは御家庭によ

って明らかに御意見が分かれまして、今感染して休んでいることは知らせな

いでほしいから、家の都合で休んでいることにしてほしいですという御家庭

には、オンライン授業はなじみませんので、いわゆるリアルタイムの授業を

映し出すということはできませんので、今次長が言ったように放課後にやる

ということであったり、それぞれ個別の事情が違いますので、濃厚接触者に

なって陰性だったけど２週間休んでいる子もたくさんいます。そのことをク

ラスで言ってくださいという子どももおれば、伏せておいてほしいという御

家庭もございますので、担任はそれぞれの御家庭とどういう方法が一番いい

のか相談した上で、やり方についてはケース・バイ・ケースで対応している

のが現状でございます。 

 以上です。 

 

 先ほど田中委員の休校の基準ということで幼稚園のほうをお伝えしてい

ませんでしたので、お伝えをさせていただきたいと思います。 

 幼稚園も、この間、両親共々就労される保護者が増えてきている中、でき

る限り休園せずに実施していきたいなと担当としては考えております。 

 しかしながら、先生が全員濃厚接触者になったりとか、そういった根本的

にできない場合は休園もやむを得ないと思っておりますが、普段の教育活動

ではなくて、一定の就労されている保護者をお預かりできる合同保育などを

実施しながら、できる限り幼稚園は運営していきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

 

 今おっしゃっていたコロナ関連で、実は、９月３日に文部科学省主催の教

育委員の研修会があったんですけれども、そのときにもこのことが話題にな

っていまして、質問なんですが、例えばコロナに感染して欠席した場合には

公簿上は出席停止になると思うんです。感染症なので。 

 それでは、この自己都合、感染が怖いから休むという人の場合にはどのよ

うな取扱いをするのかというところでの議論がありまして、一応文部科学省

のほうは通知として、そういう場合にもオンライン授業に出た場合には、出

席扱いにしてもらうことができますという回答をされていたんです。 

 なので、松原市の場合にはどのような取扱いをされているのかお聞きした

いです。 

  

 松原市の出席の扱いにつきましては、基本的に陽性の確認された子どもた

ちだとか、濃厚接触者の児童、生徒については出席停止。つまり欠席にはな

りません。総出席日数、２学期が１００日あれば、そこから差し引くという

ことになります。 

 不安等で休んでいる子どもたちにつきましても、十分校長はその家の状況

を聞き取りまして、コロナがとても心配で、つまりその他のことと少し区別

するために聞き取りを十分した上で、出席停止という措置を取ることが可能

だというふうになっています。 

 ですので、今オンライン授業だけを取り上げますと、これは出席扱いとい

うことは今のところはなかなか難しいものですから、不安で休んでいるとい

うことで出席停止という措置が一般的に取られています。 
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 以上でございます。 

 

 ８月の末の臨時校長会議のときにも、冒頭の報告でも申し上げましたが、

どういう状態になったときに臨時休業とするのかとかいうあたり、教育委員

会ホームページにも方針としては掲載してありますけれども、今日会議のと

きに配っておけばよかったですね。もし時間があるようだったら終わりまで

に配ってもらえるとありがたいなと思います。 

 幼稚園、保育所に関しては、何か紙になっているものはありますか。 

 

 ないです。 

 

 

 ないですか。分かりました。 

 それでは、配れるものがあったら、また折を見てお願いしていいですか。 

 それから、教育委員の皆様のところにも保護者の方、市民の方から御相談

があったりするようですけれども、やはり一番大事なのは、保護者の方と学

校のほうでしっかり相談していただくということじゃないかなと思います。 

 しっかり学校のほうにも保護者のニーズに応えていけるように対応して

いってあげてくださいよということは申し上げておりますけれども、なかな

か聞きづらいというのがあるのかもしれませんが、でもやはり我々が決める

わけにはいかないので、各学校のほうとしっかり、どういうふうにするのが

一番いいのかというのを相談してくださいということを、もしお問合せがあ

ったら、それをお伝えいただけたらなと思います。 

 ほか、よろしいですか。 

 

 それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。報告１件、その他

が５件となっております。 

 なお、今回も説明の終わった者から退出させていただきたいと思います。 

 以上につきまして、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 よろしいですか。 

 それでは、初めに、「報告第８号 松原市立小中学校通学区域審議会委員

の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

  

 「松原市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱について」でございますが、

松原市立小中学校通学区域審議会を構成する委員のうち、令和３年８月２６

日付で松原市議会議員５人の辞職があったため、松原市立小中学校通学区域

審議会規則第３条第２項に基づき、市議会の推薦等により適任であると認

め、新たに委員５人の委嘱について専決処分を行ったものでございます。 

 新しい委員につきましては、名簿に載せている５名の方でございます。 

 以上でございます。 

 

 説明は終わりました。この件について、何か御意見、御質問はございませ

んでしょうか。 
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 ないように見受けられますので、「報告第８号 松原市立小中学校通学区

域審議会委員の委嘱について」を、承認することに御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「報告第８号 松原市立小中学校通学区域審議会委員の委嘱につ

いて」は、承認されました。 

 続きまして、その他案件ですが、「令和２年度決算状況について」、事務局

から説明を求めます。 

  

 それでは、令和２年度教育費の決算状況について、配布しております資料

に基づきまして御説明させていただきます。 

 「令和２年度決算状況について」という冊子を御覧ください。 

 まず、１ページ目ですが、松原市の一般会計歳入歳出決算についてでござ

います。歳入額につきましては、５８７億１，３７９万１，２７４円となり

ます。歳出額のほうが、５８０億７，０８５万８，３１７円になりまして、

歳入歳出差引額が６億４，２９３万２，９５７円となっております。 

 ２ページをお願いいたします。こちらには一般会計決算のうち教育委員会

が所管する教育費の歳出分をまとめております。 

 令和２年度の教育費の歳出総額のうち、教育委員会の所管分につきまして

は、左から３列目です。「２年度支出済額」に記載しておりますが、額のほ

うが３３億１，５２５万２，６４２円となります。令和元年度の決算額は、

この右から２列目にございまして、４３億７，６４３万１，８３５円でござ

いますので、前年度の令和元年度と比較しますと、一番右端の列に記載して

おりますが、１０億６，１１７万９，１９３円の減額となっております。 

 一般会計歳出決算額の総額に占める教育委員会分の教育費の割合は、前年

度が９．５４％でございまして、令和２年度につきましては５．７１％とな

っております。 

 続きまして、昨年度と比較しまして増減があったものについて、主なもの

について御説明いたします。先ほど申し上げましたとおり、一番右端の列に

増減額を記載しておりますので御覧ください。 

 まず、「教育総務費」でございますが、大きく増えております。これは  

「教育推進費」における増額でございまして、ＧＩＧＡスクール構想実現に

向け、全児童、生徒への一人一台のタブレット端末や充電保管庫等の配備を

行ったものでございます。 

 次に、小学校費と中学校費を合わせて御説明いたします。 

 小学校費、中学校費とも減額となっております。中身でいいますと、「学

校管理費」におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策や、学習

環境の改善のための消耗品や消耗備品の購入により増額となっております。 

 また、「教育振興費」におきましては、修学旅行費の支援を行ったことに

より増額となりましたが、要保護、準要保護家庭への援助費におきまして、

学校給食費の無償化に伴いまして、その給食費分の減額となっております。 

 そして、「学校建設費」におきましては、減額となっております。令和元

年度におきまして、各小学校の空調設備の新設やブロック塀の改修工事を実
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施しておりました。それがなくなっておりますので、全体として減額となっ

ております。 

 次に、「幼稚園費」につきましては、増額となっております。これは、幼

児教育無償化に伴いまして、私立幼稚園や認定こども園の利用に対する給付

費の増加によるものでございます。 

 次に、「社会教育費」につきましては、大きく減額となっております。要

因につきましては、図書館費におきまして、松原市新図書館建設完了に伴う

ものでございます。 

 最後に、「保健体育費」につきましては、増額となっております。これは、

「学校教育費」におきまして、２学期及び３学期の給食費を無償としたこと

から増額となったものです。 

 以上、教育費全体の御説明とさせていただきます。 

 続きまして、各部所管分について、各部より御説明いたします。まず、教

育総務部所管分につきまして、各担当課より御説明いたします。 

 

 まず、教育政策課所管の分につきまして御説明申し上げます。同じ資料の

７ページを御覧いただきますようお願いいたします。 

 上段の「教育委員会管理費」につきましては、教育委員会開催に伴います

必要な費用、及び８月定例教育委員会で可決をいただきました教育に関する

事務の点検・評価結果報告書に関します教育に関する学識経験を有する者と

しまして御意見をいただきました外部評価委員２名の報償費も含まれてお

ります。 

 次に、８ページを御覧いただきますようお願いいたします。８ページ上段

の「文化の日表彰事業」につきましては、松原市教育委員会表彰実施要領に

基づきまして、松原市の教育の振興に対し功績顕著な個人、団体及び児童・

生徒を表彰するものでございます。令和２年度の表彰者は４６人でございま

した。 

 以上、教育政策課所管分の説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

 教育総務課分について御説明させていただきます。 

 同じ資料の１３ページを御覧ください。中段の「学校ＩＣＴ機器等整備事

業」についてでございますが、こちらにつきましては、市立小中学校におけ

る情報教育の充実を図るために学校ＩＣＴ機器等の整備等を行ったもので

ございます。 

 まず、内容としまして、令和２年度につきましては、先ほどの説明でもあ

りましたが、国のＧＩＧＡスクール構想の前倒し実施に伴いまして、児童生

徒１人１台の端末の整備及び学習支援ソフト、それと、充電保管庫やモバイ

ルルーター、ＳＩＭカードの購入を行ったものでございます。 

 次に、１４ページをお願いいたします。下段の「小学校教材・教具購入事

業」についてでございます。こちらにつきましては、市立小学校において、

児童の健全な教養を育成するために必要な教材・教具、学校図書を購入し、

教育環境を充実させることにより、児童、生徒の学習能力の向上を図り、教

育効果の充実を努めたものでございます。小学校におきましては教科書改訂

に伴う教師用教科書、指導書の購入により、令和元年度と比べまして増額と

なっております。 
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 次に、１５ページと併せて１９ページを御覧いただきたいと思います。 

１５ページの上段の「小学校運営事業」になります。こちらにつきましては、

市立小学校の事務用品や印刷物等、学校運営を円滑に進めるために必要な物

品等の効率的な購入を行い、教育環境の充実を図ったものでございます。 

 また、１９ページの「中学校運営事業」についても同様でございます。こ

ちらにつきましては、新型コロナ感染拡大防止のために国において学校保健

特別対策事業費補助金を設けられまして、そちらを活用して事業を行いまし

たので、令和元年度と比べまして令和２年度のほうが事業費が大きくなって

おります。 

 次に、１６ページ中段の「小学校施設維持管理整備事業」のほうを御覧く

ださい。こちらにつきましては、市立小中学校の校舎内外の維持管理及び修

繕に努め、教育施設を保全したものでございます。令和２年度につきまして

は、学校における高濃度ＰＣＢ廃棄物処分のための委託料の発生や、年末年

始の漏水による調査実施を行っておりますので、こちらの部分につきまして

事業費が前年度に比べて大きくなっております。 

 次に、３６ページを御覧ください。こちらの上段の「各小学校空調機設置

事業」及び下段の「各中学校空調機設置事業」についてでございます。こち

らにつきましては、令和２年度、支援学級の増加のあった小中学校に新たに

空調機を設置したもの。また、新型コロナ感染拡大に伴いまして感染対策の

ためにさらに空調機を増設したものでございます。 

 次に、同じページの中段の「小学校施設の整備事業」及び３７ページ上段

の「中学校施設の整備事業」についてでございますが、こちらにつきまして

は、各小中学校の外壁回収を行うための設計業務及び中学校につきまして

は、中学校のトイレ改修事業を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

 

 学校給食課の森岡でございます。よろしくお願いします。 

 学校給食課所管分の主な事業について御説明させていただきます。 

 同じ資料の３５ページをお願いいたします。３５ページの上段の「学校給

食業務事業」でございますが、これにつきましては、小学校１５校の児童  

５，２７９人に対して学校給食を実施し、９２万９，０１１食を提供したも

のでございます。小学校給食の調理業務等につきましては、松原市が設立い

たしました松原学校給食株式会社に委託しており、諸経費分につきましては

委託料としまして、株式会社の社員の人件費相当分は補助金として支出した

ものでございます。 

 また、令和２年度２学期、３学期につきましては、市内小中学校の学校給

食費を無償化としたことから、新たに学校給食費無償化補助金を支出してお

ります。そのために、決算額がかなり増額しております。 

 続きまして、同じく３５ページの下段をお願いいたします。「中学校給食

事業」でございますが、これにつきましては、中学校７校の生徒２，６４３

人に対して学校給食を実施し、４２万２，５９９食を提供したものでござい

ます。調理業務や配送業務等につきましては、衛生管理が徹底された調理場

を持つ民間の事業者２社に委託したものでございます。 

 以上、学校給食課所管分の説明とさせていただきます。 
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 続きまして、文化財課所管分について御説明いたします。 

 少し戻っていただいて、３２ページをお願いいたします。上段の「調査・

保存事業」についてでございますが、こちらのほうでは、文化財総合調査、

来迎寺の総合調査の実施や、埋蔵文化財についての発掘調査を実施し、記録

保存を行ってまいりました。また、啓発冊子の「たじひのたより」や文化財

総合調査報告書、また、立部遺跡の発掘調査報告書などの刊行を行いました。 

 市内文化財の普及啓発及び次世代への継承を図ってまいったものでござ

います。 

 以上でございます。 

 

 続きまして、学校教育部所管分について、各担当課より御説明申し上げま

す。 

 

 初めに、教職員課所管分の説明をさせていただきます。 

 資料の８ページを御覧ください。３段目「これからの学校教育基本構想検

討事業」についてでございますが、小中一貫教育やコミュニティ・スクール、

学校の適正規模等、松原市のこれからの学校教育基本構想について検討する

諮問機関として検討委員会を設置したものでございます。令和２年度は３回

の検討委員会を開催し、１月の検討委員会で中学校区を単位としてコミュニ

ティ・スクールの立ち上げについて教育委員会より諮問し、３月の検討委員

会で答申を頂いたところでございます。 

 続いて、１７ページを御覧ください。１段目の「支援教育運営事業（小学

校）」についてでございますが、教育上支援を必要とする小学生に対し、教

育支援員１５名、介助員１７名を配置し、それぞれの教育的ニーズに応じた

指導、支援に努めたものでございます。 

 続きまして、１８ページ１段目を御覧ください。要保護及び準要保護児童

援助事業（小学校）につきましては、経済的理由により就学が困難と認めら

れる児童１，０９４人の保護者に対し、学校で必要な費用の一部を援助した

ものです。令和２年度の認定率は全児童数の２０．７％となっております。

予算額に対して決算額が約４，０００万円程度の差がありますのは、２学期、

３学期の全児童対象とした給食費無償化によるものでございます。 

 同じく１８ページの３段目「修学旅行支援事業（小学校）」を御覧くださ

い。新型コロナウイルス感染症の影響で様々な学校教育活動が変更を余儀な

くされる中、児童にとって意義深い学びである修学旅行について、地方創生

臨時交付金を活用し、市が全額負担することで保護者負担を軽減し、全ての

小学校で実施をいたしました。 

 続きまして、２１ページを御覧ください。１段目「支援教育運営事業（中

学校）」についてでございますが、小学校と同様に、教育上支援を必要とす

る中学生に対し、教育支援員７名、介助員５名を配置し、それぞれの教育的

ニーズに応じた指導、支援に努めたものでございます。 

 同じく２１ページの３段目ですが、これも要保護及び準要保護生徒支援事

業（中学校）ということで、小学校と同様、経済的理由により就学が困難と

認められる生徒６４３人の保護者に対し、学校で必要な費用の一部を援助し

たものでございます。令和２年度の認定率は全生徒数の２４．３％となって

おります。小学校同様、予算額に対して決算額が約３，０００万円程度の差

がありますのは、２学期、３学期の全生徒を対象とした給食費の無償化によ
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るものでございます。 

 ２２ページ２段目を御覧ください。これも小学校と同様、「修学旅行支援

事業（中学校）」についてでございますが、市が全額負担することで保護者

負担を軽減し、全ての中学校で修学旅行を実施したところでございます。 

 教職員課は以上でございます。 

 

 教育推進課所管分について、御説明させていただきます。 

 １３ページを御覧ください。３段目の「セーフスクール推進事業」につい

てでございますが、既に国際認証を取得している松原第三中学校区、松原第

四中学校区、並びに松原第七中学校区の取組を市内で共有することにより、

全小中学校においてセーフスクールの取組を進めてまいりました。安心、安

全な学校づくりの充実を図ったものでございます。他の４つの中学校区の現

地審査は新型コロナウイルス感染症の影響で令和３年度に延期をいたしま

した。 

 次に、３３ページを御覧ください。１段目「学校保健体育関係事業」につ

いてでございますが、従前より行ってまいりました学校内の水質検査などの

学校環境衛生の維持・改善に努めるとともに、地方創生臨時交付金を活用し、

消毒ボランティア等を充実させ、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めた

ところでございます。 

 以上です。 

 

 地域教育課所管分の主なものを説明させていただきます。 

 １２ページを御覧ください。２段目の「児童自己防衛力育成事業」につい

てでございますが、児童の安全確保に向けて小学１年生に防犯ブザーを配布

するとともに、青少年の安全確保を目的として青少年対策会議事業に対する

補助を行ったものでございます。 

 続いて、２６ページを御覧ください。２段目の地域・家庭の教育力向上に

ついてですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、中学校区でのフェス

タは中止となりましたが、各校区でできる範囲での活動、クリーンキャンペ

ーン等を実施し、地域の教育力、コミュニティづくりの推進を図ったもので

ございます。 

 以上でございます。 

 

 教育研修センター所管分の説明をさせていただきます。 

 １０ページを御覧ください。３段目の「情報教育推進事業」についてでご

ざいますが、ＧＩＧＡスクール構想により配備した一人一台のタブレット端

末を各小中学校でどのように活用するのか。また、それに伴う情報モラル教

育をどう進めていくのかについて研修等を進め、教職員のスキルアップに努

めたものでございます。 

 続きまして、１４ページを御覧ください。２段目の「学習支援員配置事業」

についてでございます。新型コロナウイルス感染症の影響により実施された

全国一斉休校中の学習内容の定着を目的として、地方創生臨時交付金を活用

し、補充学習や学習サポートのための、退職教員を中心とした学習支援員の

配置を行ったものでございます。 

 以上、学校教育部所管分の説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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 ２７ページ下段の「公民館管理事業」についてです。こちらのほうは市内

５つの公民館の維持管理について計上したものでございまして、修繕や、普

段の管理についての執行をしたものです。 

 続きまして、２８ページをお願いします。「生涯学習事業」についてです

が、こちらは、公民館等で実施した各種費用についての経費でございます。

後ほど、内容については活動報告のときに御説明させていただきたいと思い

ます。 

 続きまして、３０ページをお願いいたします。上段の「市民図書館管理運

営事業」ですが、読書の森を初めとする市内６館の運営管理についての経費

となっております。こちらも後ほど活動報告のときに事業内容について御説

明させていただきます。 

 続きまして、３７ページをお願いいたします。下段の「松原市民松原図書

館解体撤去事業」についてでございますが、こちらは、旧松原図書館を解体

撤去した設計費及び解体工事費の計上となっております。この土地につきま

しては、跡地利用につきましては、賑わいをもたらす提案を求め、現在桜珈

琲の出店をいただいています。 

 いきがい学習課市民協働部所管分の説明を終わらせていただきます。 

 

 福祉部子ども未来室子ども施設課所管分のうち主なものについて御説明

させていただきます。 

 まず、２３ページを御覧ください。令和２年度の「幼稚園費」についてで

ございますが、まず上段の「幼稚園運営管理事業」につきましては、園児・

保護者のニーズに応えるために必要な施設の充実を図り、市内における幼稚

園教育の質の一層の向上に努めました。 

 下段の「幼稚園預かり保育事業」につきましては、市立幼稚園の教育時間

終了後に、希望する保護者の園児を対象に預かり保育を全園にて実施するこ

とにより、子育て及び就労支援の充実を図りました。 

 続きまして、２５ページをお願いいたします。上段の「子育てのための教

育施設等利用給付事業」につきましては、幼児教育・保育の無償化により、

３歳から５歳までの私立幼稚園に通う子どもの保育料の給付を行い、経済的

な負担の軽減を図ったものでございます。また、年収３６０万円未満相当世

帯及び第３子以降の子どもに対する副食費の給付を実施いたしました。 

 最後に、３７ページをお願いいたします。中段の「旧あまみが丘幼稚園解

体撤去事業」につきましては、老朽化している園舎の解体に向けまして、必

要な設計業務を行ったものでございます。 

 以上で、福祉部所管のところを終わらせていただきます。以上でございま

す。 

 

 ありがとうございました。まずは教育分野の分野から。教育総務部、学校

教育部所管部分に関して何か御質問ある方、意見ある方お願いします。 

  

 今回具体的に施策の成果の何年ごととか詳しく書いてくれているので、す

ごく見やすくなっていたのがよかったなと思います。ありがとうございま

す。 

 気になるのが、１０ページの「教育総務費 教育推進費」の「国際化教育
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推進事業」なんですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響で、毎年、

台湾台北市のほうに中学生を連れて行っていた分がなくなったということ

で、決算額も大分下がっているんですけれども、交流ができなくなった代わ

りに何かまた国際的交流の仕方とかいうのは考えているのでしょうか。 

 

 本来、中学生２８名を連れて毎年行かせてもらっていた台北市のほうなん

ですけども、それが行けなくなったということで、オンラインでの交流を追

求していたところなんですけども、こちらが少し落ち着いた状況のところ

で、台北市のほうの龍山国民中学校にそれを促したタイミングが、ちょうど

台北市がぐっと上がってきたタイミングで、いいですねという話まではして

いたんですけども、具体的に進めることが困難になってしまいまして、共倒

れになってしまったところがございます。 

 ですが、もちろん今年度も厳しい状況ですので、追求を継続してやってい

きたいなというふうには思っているところです。 

 以上です。 

 

 ありがとうございます。大変だと思うんですけれど、せっかくお互いに築

き上げていた交流なので、コロナのせいでなくなってしまわないようにお願

いいたします。 

 

 卒業する子どもたちに対して記念品を贈られますよね。小学校は英和辞

典、中学校は多機能ペンということで、大体１つ幾らぐらいの金額ですか。 

 

小学校も中学校も１，０００円前後でさせてもらっています。 

 

 

 内容のことではないんですけれども、例えば２ページとかにあるんですけ

れども、この表記の仕方で「不用額」というのが、どうも「不用」という言

葉が何か引っかかるんですけどいかがでしょう。不用じゃないんでしょう。

予算があって、実行してみると、努力もあると思うんですけれども、それを

何か「不用」という言葉になっちゃうと何か初めからいらなかったのではな

いか、何で予算をつけるのか、というふうに取られないかなと。 

 

 不用額自体は、これは国の基準に沿った形での用語となっています。おっ

しゃるように決して不要なものではございません。予算というのはあらかじ

めその事業を実施するのに必要である金額というのを積算した上で実施す

るものなんですけども、中には入札によって金額が落ちたり、足りなくなる

ことがないように比較的余裕を持つといいますか弾力性を持たせた形で予

算を組むというのが一般的となっておりますので、実際のところ決算を打っ

た段階ではやはり差額というものが出てきます。そういう形で金額が出てく

るということで、「不用額」という言い方は少し語弊はあるのですが、表現

としてはこういう形になってしまうということでございます。 

 

 私も国にいた人間なので、当時同じようなことを思いました。要らないも

のを最初から計上していたのかと思っていたんですが、でも、字を見れば、

用いられなかったということであって、必要でないという意味ではないの
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で、そこで、なるほどと納得した記憶があります。 

 そういう国の用語的な決まりの中での話ですので、よろしくお願いしま

す。 

 

 ９ページの左から３段目、一番下の段です。総合的教育力推進関係なんで

すが、学校図書館支援ボランティアを配置するとともに、と書かれているん

ですが、何名の方を配置されているのかをお聞きしたいのと、関連してです

が、学校での図書の購入の関係ですが、学校に、例えば小学校に大枠でぼん

と配置して、その中から図書に使うお金を学校に任されているのか、それと

も図書費として教育委員会が出されているのか。そのあたりを教えていただ

きたいなと思います。認定こども園においても合わせて教えていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

 まず１点目の、学校図書館支援ボランティアということにつきましては、

各校おおよそ１名から２名配置をさせていただいているところです。 

 複数校にまたがってボランティアをしていただいている方もいらっしゃ

いますけれども、図書館の運営に非常に関わっていただいているというとこ

ろでございます。 

 

 学校の図書に関してなんですけれども、各学校に図書費という形で分配さ

せていただきまして、学校のほうでどういう図書を買うという形で買ってい

ただくということになります。 

 

 では、各校いくらぐらい分配されているんですか。概算で結構です。 

 

 大体各学校１００万前後です。 

 

 

 学校図書館図書標準をクリアできるようにしているということですね。 

それが大体松原の規模でいうと各校１００万程度ぐらい。 

 

 幼稚園ですけれども、幼稚園の図書費という区別では予算は組んでおりま

せん。普段の教材費の中から大型絵本が古くなったので交換とか、そういっ

た形で組んでおるところです。 

 で、ボランティアですけれども、そういったボランティアの活動は図書館

ボランティアの、地域のボランティアに読み聞かせに来ていただいたりとか

しています。 

 以上です。 

 

 ３３ページの教育推進課所管の「健康診断事業」についてなんですけども、

通常の健康診断のものですね。ＰＣＲ検査とかコロナ関係の健康診断費とい

うのはどうなっているんでしょうか。 

 

 この学校保健体育関係事業の中では、新型コロナウイルスの対策として

は、学校施設の消毒ボランティアの報償と、それから、各学校で大量に必要

になってくるアルコールなどの消耗品を購入させてもらったり、非接触型の
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体温計を購入させていただいたということですので、検査に関わっての費用

は計上しておりません。 

 

 それはどこか他の予算があるんですか。それとも費用は発生しなかったん

ですか。 

 

 ＰＣＲ検査等の検査の費用は発生しておりません。病院のほうで、または

保健所のほうで実施ということになります。 

 

 ８ページのセーフスクールサポートの件なんですけど、不審者の侵入とか

そういうのを防ぐ、カメラとかいろいろな警備で防げると思うんですけど、

生徒が持っている、例えばカッターナイフであったり、中学になったら例え

ばサバイバルナイフを持っていた、いうことを聞いているんですけど。 

 カッターナイフに関しますと、鉛筆を削ると言われたら、そうかなと思っ

て、大丈夫と思っていても、それがけんかとなりましたら、ぱっとそれを出

して刺したろうかとかいうことになったりとかしているということを聞い

たんです。 

 それを防ぐため、そういうものを持ってこさせないためには、電動鉛筆削

り器があれば、カッターナイフを持たなくてもいいじゃないですか。だから、

そういうものを設置する。教室２つに１つとか、それぐらいでいいと思うん

ですけど、１，０００円ぐらいであると思います。 

 あまりカッターナイフとか、中学生以上になってきたら、持たせてもいい

ことないんじゃないかと。かっとする子になったら、それを出してその辺を

傷つけてもいけませんので。 

 

 私は昨年度小学校におりましたけれども、基本的には全ての教室に電動式

の鉛筆削りというのを配置していただいておりまして、壊れたものについて

も事務のほうですぐに交換をしていただいております。 

 ただ、今のお話でカッターナイフというようなお話もございましたけれど

も、これは学校で必要な場面ということを想像しますと、恐らく図工で切り

絵をやったりだとか、中学はちょっと技術家庭等で使うのかどうか分かりま

せんけど、そういった学習への必需品としての持参というものがあるのかも

しれないなと思っていますけれども、委員のおっしゃったカッターナイフ等

につきましては、また各学校と生徒指導上の課題ということで、また各校の

実態についても校長を通じて確認していきたいと思っています。 

 基本的には、多分毎日持ってくるようなものではないと思っていますの

で、そういう、時期的に教材で使うというようなときに持ってくるのかなと

思います。 

 

 その教材の、例えばカッターナイフとかのみとか、凶器に代わるものって

あるじゃないですか。そういうものは各自持参なんですか。各自買って持参、

それとも学校でちゃんと確保してその時間は渡して、終わったら返しなさい

と。授業終わったらちゃんとあるかどうかを調べてということじゃないんで

すね。 
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 学校に大体ものはそろっており、それを貸し出すということもあるんです

けども、例えば版画をするときに持ってくる彫刻刀は基本的には個人持ちに

なっていますので、この時期になったら持っておいでねと。持ってきて、小

学校の子どもたちでいえば、担任が預かっておいて、その図工の時間に、君

のだよね、ということで渡して作業する。また終わったら回収すると。こう

いうことが一般的かというふうに思います。 

 

 今までけんかしてそんなものを出したりとかという場面というのはなか

ったんですか。 

 

 彫刻刀を人に向けるとかということは、基本的には最初に使うときに大変

危ないものだから絶対に駄目ですよと指導しています。子どもたちがけんか

したときに持っていた傘や水筒でぽこんとやっちゃったとか、こういうのは

ないことはないです。 

 ただ、やっぱり今おっしゃっているようなものというのは使えば命に関わ

る危険なものですから、それは学校で重々指導していかなくてはいけないと

思います。 

 

 そうですね。十分に指導していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

 ほかはよろしいですか。 

 

 それでは、福祉部と市民協働部のほうの関係の御質問、御意見等ございま

すでしょうか。 

  

 ３２ページの「社会教育費」の少年自然の家。前回も気になったんですけ

ど黙っていたんです。今年は特殊な事情があるので。令和２年は４７人。こ

れはコロナで仕方ないとして、令和元年は１万７，９３０人が利用したと。

それで、予算は４，７００万円で実際には４，３００万円。で、内訳を見る

と委託費が４，０００万円ですね。この委託費というのは何ですか。 

 

 令和２年度につきまして、御質問の内容については、委託費というのは指

定管理料の金額になります。これは、運営を３年間、今年度末まで指定管理

者に運営させている金額です。 

 本来であれば、去年度はほとんど開館していないんですけれども、ゼロに

なるかというと、維持管理経費と、そちらで働いている方々の人件費等があ

りまして、本来満額執行だったら約４，５００万円の執行があったんですけ

れども、国の制度を使った人件費をそこに当てるとか、経費削減に努めて 

４，０００万円になったと。 

 従来、１年間トータルして利用料収入、これは小学校の林間学校で使って

いただいていたりするんですけど、約８，０００万円弱の経費がかかる。そ

れを指定管理料４，５００万円で運営しているところ、去年が開けていなか

ったので経費節減して、建物維持管理経費と人件費で決算額等こういう金額

になっているというところです。 

 以上です。 
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 利用者数の割に経費がかかり過ぎていますよね。こんなものだと言われた

ら、そうなのかなと思ってしまうのですが、実際のところ、奈良県のあそこ

ですよね。何となく４００万円だったら全然問題ないんですよ。４，０００

万円やからすごい気になるんです。言ったところで仕方ないですよね、かか

るのね。 

 

 こちらについては、一応今年度まで指定管理期間である、コロナ禍である

ということになるんですけど、林間学校は１泊して、お子さんから取れる利

用料というのが非常に少額な金額。何万円、何千円も取ったりしていないの

で、市の補助。こちらのほうも、おっしゃっているように経費が結構かかっ

ているので、御説明していなかったんですけれども、来年度以降どうするか

ということで、今９月１日から調査をしているところです。サウンディング

調査といって、民間事業者にこの施設をどうやったら効率的になるかという

ことで、社会教育施設として、続けていくのか、続けていかないのかについ

て、その調査を結果を踏まえてまた教育委員会にお諮りさせていただきたい

と思っています。 

 以上です。 

 

 ３２ページの上の段の「文化財保護費」の関係なんですが、ここでも委託

料ということで約６００万が計上されているんですけど、これはどのような

団体に委託されているのか、教えてください。 

 

 これにつきましては、先ほど言いました来迎寺の総合調査の費用と、市内

の建築がある場合等におきまして、発掘調査を市で行う分があります。また、

公共事業についての必要な発掘調査は市のほうで行いますので、この費用が

これだけかかってくるというふうな形になります。 

 業者につきましては、基本的に入札のほうで何社か集まっていただいて、

契約をするという形になります。よろしくお願いします。 

 

 各分野に「報酬」と「報償費」というのがあるんですけど、その違いと、

誰に払われるのかということを教えていただけますか。 

 

 文化財の予算ですと、「報酬」といいますのは委員報酬。こういう会議の

ところで委嘱している先生方に１回来ていただいて払うというふうな形の

分です。 

 あと、こちらにないんですけども、会計年度任用職員の報酬です。月給で

払う方というふうな形の分で「報酬」がございます。 

 「報償」といいますのは、講座等を開くに当たりまして講師で来ていただ

いた方にお支払いする場合などで「報償」と「報酬」と分かれているという

ふうに思っていただけたら結構かと思います。 

 

 今、田中次長がおっしゃっているように、図書館においても「報酬」とい

うのは、嘱託職員、それから会計年度任用職員として、スタッフとしての分

は報酬として支払う。 

 公民館の後で御説明する分ですけど、講座、講座で１か月来てもらうよう
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なのが報償という形でお支払いしているので、同じような内容で執行してお

ります。 

 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 それでは、ここで福祉部職員は、退席をお願いしたいと思います。 

 

 続きまして、その他案件の「松原市民図書館活動報告２０２０年度の提出

について」の説明をお願いいたします。 

 

 薄い緑色の冊子を御用意ください。 

 ２枚ほどめくっていただいて、まず、１ページにあゆみというのがありま

す。１ページから３ページまで、図書館の歴史的なことをこちらのほうに記

載させていただいています。 

 次、４ページなんですけど、図書館文庫システムマップということで、読

書の森を中心として連携していますよということで、このマップを記載させ

ていただいています。 

 次、５ページ開いていただきまして、こちらのほうは、今６館ございます

図書館の建築面や建築費等について記載させていただいている内容になっ

ています。 

 次、６ページ。こちらは、今の松原市民図書館の機構図並びに職員分担表

という形になっております。 

 こういうふうな内容で動いているということで、お願いいたします。 

 ７ページにつきましては、職員研修です。こちらのほうは、指定管理者の

ものとして研修を受けている内容であるんですが、職員の、スタッフの研修、

スキルアップのための部分等で記載させていただいています。 

 ８ページ。こちらのほうから本題に入らせていただきたいんですけれど

も、８ページの下段、左側の２０２０年度末の蔵書冊数全体で、４４万  

８，６４１点。全体の資料としてはこういう数になっておるんですけれども、

括弧書きのところが児童書で、１６万８，６３４点。子どもたちが読む本と

いうのがこの冊数になっているということになります。 

 続きまして、１１ページ。そちらのほうの下のほうの、２０２０の横の数

字。４８万９，５４４点。こちらのほうは１年間で貸出しされた点数となっ

ております。各年度の比較がどういうふうに推移していっているかという数

字で記載しているんですけど、昨年度が４月１日から５月１８日まで臨時休

館となっておりましたので、２０１９年度から比べると、読書の森の影響と

いうことで、先月お話しさせていただいておりますが、増えている。ただ、

休館していたという時期がありますので、なければもっと数字が上がってい

たなというふうに思っております。 

 次に、１２ページ。こちらのほうの２０２０の横の数字。１万１，９５１

人。こちらの数字につきましては、１年間に１度でも本を借りたことのある

方がどの程度いるかという数字になっております。約人口の１割の方が図書

館を利用されているという数字になっております。この数字の中には自習室

の利用者数は入っておりません。 

 １３ページ御覧ください。こちらのほうは、各館がどれぐらいの冊数、ど
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れぐらい資料を借りているかということで、例えば、一番上の松原図書館だ

ったら３２万６，７１７点を貸し出しているということなので、中身につい

ては見ていただいたら結構かと思います。 

 次、１４ページ中段。こちらは昨年度、４月８日から５月３１日まで宅配

サービスをやっておりまして、図書館に来られなくても、この本を借りたい

ということがありましたら届けたという件数になっています。４月が２１４

件あって、１，４９６点届けました。５月は２２３件で、１，２１７点を届

けたということになっております。 

 続きまして、１６ページをお願いいたします。一番上のほうに相互貸借と

いうふうに書いておるんですけども、これが何かというのは、図書館をよく

利用されている方は知っていらっしゃるんですけどもほとんどの方が知ら

ないことなので、この箇所について御説明させていただきます。 

 図書館は日本全国ネットワーク網がありましてつながっております。まち

の本屋とか、古い資料はほとんど置いてはありません。新しい資料でも、資

料費の関係で、松原図書館で蔵書として所蔵できない場合があります。そう

いった場合はどうするかといいますと、そのネットワークを使って相互に本

を貸し合うということがあります。まず、大阪府内にその本があるかどうか。

これ、司書が聞いて、確認して、なければ、近畿圏にあるかどうか。それで

なかったら全国に広げていって本を貸したり借りたりする。その数字がこち

らのほうに記載させていただいているということになっております。 

 だから、全国ネットワークを使って資料届けるという責務を図書館が担っ

ているということです。そういうふうな使い方もできるんだと。 

 ちょっと予定にはなかった２１ページ御覧ください。こちらの下のほうに

お話キャラバン。先ほど中瀬部長が取り上げられていたと思うんですけど

も、遠征というか、ボランティアの方がどういうところに行かれたという回

数です。ちょっとコロナの影響で全体として小学校とか図書館とかにも来て

くれているんで、９０回となっているんですけども、１年前の数字が１３６

回。今年度、提出している２０２０年度版では９０回となっているので、約

３分の２の回数になっている。コロナの影響でやっぱり減っているなという

ことがいえるんですけれど、一応報告まで。 

 中瀬部長が取り上げたので、こういう活動もボランティアの方がされてい

るということで御紹介させていただきました。 

 以上で、少し簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

 

 ありがとうございました。ただいまの説明について、何か御意見、御質問

はありますでしょうか。 

  

 僕も月に数冊は借りているんです。で、図書館の職員の方、どこの図書館

も丁寧で、何かちょっと言うたらいろんなこと説明してくれるし、本当に対

応がいいんで本当に助かっているというか感謝しているんですけども、１２

ページの人数というのは、延べ人数ですか。 

 

 １２ページの１万１，９５１人という数字なんですけども、これは１０回

借りようが２０回借りようが１回であろうが、１年に１回でも数えたらワン

カウントということで、ダブルカウントはしていないです。 
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 延べ人数ではないということですね。 

 

 そうです。利用者数というのは、先ほど言っていた、冊数でいうとこっち

側の冊数は出ているんですけども、利用者数は、こちらのほうは１年に１回

でも借りた、毎日来ている人でもワンカウントしかしていない。 

 

 そういう意味では、来館者数が分かれば延べ人数がわかりますか。 

 

 来館者数は、今、読書の森でいうと週末になりましたら大体８００から 

９００人。貸出冊数は約２，０００冊弱です。こちらのほう、先ほどの利用

者数についても割り戻していただいたらいいんですけど、来館者数を数える

機械は読書の森しか設置されていないので、ほかのところは貸出人数で見る

んですけど、ただ単に本を見られる方というのはどれぐらいの割合かという

と、１．５倍から２倍ぐらいではないかなというふうには思っておるんです

けど。具体的な数字としては、読書の森しか持っていないです。平日だった

ら、およそその半分ぐらいになっている状況です。 

 

 今１２ページの説明いただいたんですけど、では、同じぐらいの図書館で

人口比率１０％という数字が出ているんですけど、そういう他の市町村の図

書館の結果というのは、そういう比較できるようなものは何かあるんです

か。 

 この松原の利用率は高いのか、それとも平均なのか、そこら辺ももしあれ

ば教えてください。 

 

 比較した資料は持ち合わせていない状態です。いろんな統計を出している

ので、うちの市しか今持っていないので、もう少し高い市があることは認識

しておるんですけれども。 

 昨年度の数字で１割ですけども、どれぐらいになるのかというのは。これ

はあくまでも本を借りた方だけの数字になってくるので。読書の森について

は自習室の利用がたくさん結構あるので、回転しておりますので、来館者数

と貸出冊数だったら倍以上違っているという状態になるので。 

 

 この頃、図書館は携帯、スマホからでも予約できると思うんです。それの

利用率とかは分かりますか。 

 私、結構利用させてもらっていて、この本読みたいなというふうにチェッ

クさせてもらってすごく便利なんですが、忙しいとか、夜中とかに予約して、

入りましたよというときはメールでお知らせしてくれるので、取りに行くだ

けで済むのですごく楽なんですけど、やっぱり利用されている方は多いのか

なと気になったので、もし分かれば。 

 

 １４ページの下段に載っていませんか。 

 

 ありがとうございます。毎年件数はかなりやっぱりネット予約ができたの

で便利になったり、延長するときも図書館に来なくても返却日まで予約が入

っていなかったら延長できるということになっていますので、私もときどき

使っています。 
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 便利ですね。 

 

 すごく便利なので、すごく何かいろんな人にも使ってもらえたらなと思い

ます。 

 

 そういういいシステムがあるんだったら、しっかり知らせて、もっと知っ

てもらったほうがいいですね。その辺の方策をまた工夫していければと思い

ます。 

 ほかに何かありますか。 

 

 ちなみに新しい図書館、まだ建てていますよね。あれはいつですか。 

 

 予定としましては来年の２月ぐらいにオープン予定です。ただ、ちょっと

工事の兼ね合いございますので、はっきりしたことは言えないですけど、２

月末ぐらいに完成する予定です。 

 

 ほか、よろしいですか。 

 

 続きまして、その他案件の「令和２年度松原の公民館活動『令和２年度活

動報告書』の提出について」の説明をお願いします。 

 

 こちらのピンク色の冊子を御用意ください。 

 こちらのほう、まず、令和２年度活動報告なんですけれど、２ページから

８ページについては、社会教育全般について記載した、社会教育の重点事項

を再掲載させていただいています。こちらのほうは割愛させていただきまし

て、９ページから事業の内容について御説明させていただきたいと思いま

す。 

 これ、公民館の場合、運営費と決算額のところ分けて事業展開しておりま

すので、生涯学習事業ということで事業展開している中身としては、こちら、

９ページに書いている内容で、子育て中であったりとか、男女共同参画であ

ったり、一般であったり、わくわくキッズという取組をやっておりまして、

こういう事業を展開しているところです。 

 この９ページの内容の細かな部分につきましては９ページから１１ペー

ジまで掲載しております。 

 １０ページ。地域支援事業。こちらのほうは、松原の民話の語り部、ミシ

ンを使った事業であったりとか、体験講座であったりというふうな内容をや

っておるところでございます。こちらの内容につきましては、１８ページか

らずっと掲載しておるということで、１８ページから２４ページにかけて掲

載しています。 

 １１ページ。こちらのほうは、地域の仲間づくりということで、こころの

ゆとり事業であったり、そういうのは３講座ほど去年度行っております。あ

と、各公民館の事業というのは１１ページのこの松原公民館、中央公民館、

天美公民館、三宅公民館、新町公民館。阪南大学で学生も入れてパソコン教

室をやっておったんですけど、残念ながら去年は大学のほうもやはり大学の

開講がなかなかできなくて、今年度もそうなんですけど、パソコン教室につ
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いては２か年、令和２年度、今年度についても中止という現状になっており

ます。 

 大きな事業としてはこちらに記載している内容をやっておるんですけど、

これ以外に公民館は一般の利用者の方が予約を入れて自分たちのサークル

的なことで活動しておるんですけども、例えば３０人が使える部屋だったら

１５人と、制限をつけた中で事業展開と貸し館事業を、去年度から今年度に

かけてやっているという内容です。 

 利用率のほうも、規制をかけてやっているので利用人数は減ってきている

というところなので、中身については、また御確認いただいて、御感想なり

頂ければなと思っています。 

 できる範囲内で市民の社会教育活動についてはやっているということで

ございます。 

 以上です。 

 

 ありがとうございました。ただいまの件について、御意見、御質問ありま

せんでしょうか。 

  

 今緊急事態宣言中でも公民館は開いているんですよね。 

 

 利用時間は午後８時まで。ただし、楽器とか、詩吟とかいわれる発声する

とかいうのは、制限をかけております。緊急事態宣言が解除された段階で見

直しを図りたいなと思っております。 

 

 最近立ち上げた教育委員会のホームページのほうでも、公民館活動とかそ

ういうものは積極的に情報発信をしていっているので、そういうのも含めて

これからも可能な範囲で活動を充実させていってもらえればなと思ってお

ります。 

 ほかはよろしいですか。 

 

 それではここで、市民協働部職員は退席をお願いします。 

 

 続きまして、その他案件「松原市奨学生選考委員会の委員の委嘱について」

の説明をお願いいたします。 

 

 その他案件の１ページ、２ページを御覧ください。 

 「松原市奨学生選考委員会の委員の委嘱について」でございますが、岡林

次長が学校に出られましたので、そこに、小学校長会の代表で出られていた

山森次長がスライドをした。それから、小学校校長会の会長のところがそれ

で空きますので、現在の会長の藤田校長が委員に入られたということでござ

います。 

 以上でございます。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いますか。 

 

これについてはよろしいですね。 
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 続きまして、その他案件「令和３年度中学校区フェスタの中止について」

の説明をお願いいたします。 

 

 令和３年度の中学校区フェスタについてでございますが、昨年度の中止を

受けて、今年度につきましては早い段階からフェスタ実施に向けて会議等を

行い、規模を小さくしてでも実施に向けた計画を進めてまいりました。 

 しかしながら、緊急事態宣言が発せられ、今後の見通しがつかない状況で

は、中止の判断をせざるを得ませんでした。地域協におかれましては、実施

に向けての調整などたくさん尽力していただき、感謝を申し上げたいと思い

ます。大変残念ではございますが、来年度に期待したいと思います。 

 ありがとうございます。以上です。 

 

 ありがとうございました。ただいまの件について、何か御意見、御質問ご

ざいますか。 

  

 中止というのはとても残念なんですけれども、今後コロナ感染者数が減っ

ても今年はしないということですよね。それはいいんですけれど、この中止

の決定のお知らせはいつ頃保護者、子どもに向けて発信するのか教えていた

だいていいですか。 

 

 ８月末に臨時の地域協の会長会議がございまして、そこで中止と最終的に

決まりました。それを各地域協の各中学校区のほうに持って帰っていただき

まして、今度はその校区の中で最終お話下ろしていただいて、そこからの通

知になるかなとは思いますので、早ければもうすぐにでも結果が行くかなと

思います。 

 

 やっぱり周りからも、結構保護者さんでお手伝いという形で４月からお手

伝いしますというふうに学校にお手紙出しているところもあるんです。なの

で、もう中止なら中止と分かった時点で、できればもう早めに出してもらっ

たほうがありがたいかなと思うので、すみませんけれどお願いいたします。 

 

 分かりました。 

 

 

 では、また迅速に対応をお願いします。 

 

 ほかによろしいですか。 

 

 一応本日の案件はこれで終わりましたが、先ほど１枚、これ配り増しをさ

せてもらいました。補足でもう一度お願いできますか。 

 

 資料のほう、大変失礼をいたしました。お手元の資料を御覧ください。 

 この市の通知に先立ちまして、国のほうからも一定休校基準というのが来

ております。基本的な考え方としましては、子どもたちの学びを止めない、

ということでございます。 

 もう１点は、全国一斉の休校措置等については、昨年度一定期間ございま
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したが、今年度につきましては、今後はないということ。それぐらいやはり

休校というのが社会生活に及ぼす影響が大変大きいということでございま

すので、そういったことを踏まえて国の通知がまいりました。そこを参酌し

まして作らせていただいたのが、こちらの市のお知らせということになりま

す。 

 既に学校のほうからは保護者に９月１日に確認しておりますので、遅くと

も２日には手元に行っているのかなと。こんなふうに思っております。 

 そこの二重線の中のところが休校の判断の基準となっておりまして、先ほ

ど申し上げましたのでもう繰り返しはいたしませんけれども、そういった基

準になった際に休校が考えられると。このようになってきますけれども、こ

ういった状況になったときに学校長と教育委員会、学校医、藤井寺保健所、

よくよく相談をいたしまして、そういった判断をしていくことになっていく

のかなと。このように思っております。 

 以上でございます。 

 

 このメールは、学校の全部または一部の臨時休業を実施しますというふう

になっています。なので、例えば学級閉鎖なのか、学年閉鎖なのか、学校閉

鎖なのかという、この基準等はどんなふうにして決めるのか教えてくださ

い。 

 

 そこにございますように、二重線の中の、同一の学級において同時期に複

数の児童、生徒の感染が確認された場合とか、こういったことを初め、３点

書かせていただいておりますが、同じフロアで過ごしている学年、小学校で

いうと、今松原市では２クラスが多いです。中学校では３クラスないしは４

クラスということもありますので、基本はこういった状況の学級が出れば、

学年閉鎖ということを基本に考えていこうというふうには申合せをしてお

りますけれども、これも先ほど申し上げましたように学校医、藤井寺保健所

との協議の中で、この範囲で閉じようというようなことになっていくと思っ

ています。 

 

 補足しておきますけれども、今、各市町村で休校中の小学校、中学校、高

等学校も多いんですけれども、それは、この休校基準を適用する前の段階で

休校している場合が多いんです。 

 何かといいますと、保健所との連絡が取れない、何度電話をかけても連絡

がつかない。具体的に聞きますと、大阪市なんかも保健所から電話がかかる

まで待ちなさいという指示が先週あたりにありまして、今、先週あたりよく

されていた、学校が始まったけれども休校中であるというのは、この休校基

準を適用した休校をする前に、陽性の児童、生徒、教職員の疫学調査を待っ

ている休校が多かったんです。 

 それは、国や府の通知によりまして、学校が、保健所がしようとしている

疫学調査のお手伝いをした上で、迅速な疫学調査を進めた上で、さらにその

後、濃厚接触者があるのか、ないのか、多数なのか、少数なのかを踏まえて、

この適用基準になりますので。もし現状で休校している学校があれば、２種

類あると考えていただいたらいいかなと思っています。 

 松原市はありがたいことに、その連携が進んでおりまして、その疫学調査

を待って休校する例は今のところないという御説明は先ほどさせてもらい
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ました。 

 以上です。 

 

 ありがとうございました。 

 ３番のところで、その他市教育委員会が必要と判断した場合というのも設

けてありますけど、この、必要と判断するのはどういう場合なのかというの

も、また追って考えていかないといけないのかなと思っています。 

 学校は保護者の方、それから教職員の方々の御努力でクラスターが発生す

ることなく今きていますけれども、今後、今は第５波で、第６波、第７波と

いうふうになってきたときに、仮に学校のほうは現状維持で抑えられていた

としても市内での感染がまた大きく広がってきたような場合には、この基準

だけによらず、もう少し踏み込んだ判断も必要になってくる場合があるかも

しれないなというふうには思っています。 

 ですので、またその辺の考え方については委員の皆様方にも御相談をさせ

ていただければなと思っております。 

 他によろしいですか。 

 

 それでは、以上をもちまして、９月の定例教育委員会を終わりたいと思い

ます。皆様、今日はありがとうございました。 

 

 

（閉会宣言午後５時１５分） 
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